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新管理会社の選任についてのお知らせ 

 

イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド（以下「発行体」と言います。）、

イーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッド（以下「ETF セキュリティーズ」と言います。）、及

び ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「ETF セキュリティーズ・

マネジメント」と言います。）との間の合意に基づき、2010 年 12 月 31 日より、既存の ETF セキュ

リティーズと発行体の間の管理業務提供契約は、ETF セキュリティーズ・マネジメントによって履行

され、ETF セキュリティーズはその管理業務提供の義務から免除されています。 

 

ETF セキュリティーズ・マネジメントは、ETF セキュリティーズが、発行体、並びに ETFS フォ

ーリン・エクスチェンジ・リミテッド、ETFS インダストリアル・メタル・セキュリティーズ・リミ

テッド、ETFS メタル・セキュリティーズ・オーストラリア・リミテッド、ETFS メタル・セキュリ

ティーズ・リミテッド、ETFS オイル・セキュリティーズ・リミテッド、及びゴールド・ブリオン・



セキュリティーズ・リミテッドというその他の ETF セキュリティーズ・リミテッド・グループに属

する会社に対して、管理業務の提供及びその他の業務の提供を行うために、新たにジャージーに設立

した完全子会社です。ETF セキュリティーズ・マネジメントは、改正後の 1991 年会社（ジャージー）

法に基づき、設立されており、その登録番号は 106921 です。ETF セキュリティーズ・マネジメント

の取締役は、ETF セキュリティーズと同じです（グラハム・タックウェル、リーン・ベイカー、ベン・

クーキアー、ヴィンス・フィツジェラルド、グレム・ロス、及びクレイグ・スチュワート）。また、

その本社は、英国領チャンネル諸島、ジャージー、JE4 8PW、セント・ハリアー、ピア・ロード 31、

オーデナンス・ハウスに所在しています。 

 

ETF セキュリティーズ・マネジメントは、改正後の 1998 年金融サービス（ジャージー）法（以下「金

融サービス法」と言います。）に基づき登録がなされており、発行体が発行する商品上場投資信託に関する

業務を遂行することができます。ジャージー金融サービス委員会は、金融サービス法に基づきその業務の

遂行により生じるいかなる債務についても、免責されています。 

 

なお、参考までに、2010 年 12 月 31 日に、ロンドンにおいて公表されたプレス・リリースを添付し

ております。 

 

以 上 






